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○大田区住宅宿泊事業に関する規則 

平成30年２月８日 

規則第７号 

改正 令和元年10月24日第53号 

改正 令和２年６月29日第87号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、住宅宿泊事業法（平成29年法律第65号。以下「法」という。）及び大田区住宅

宿泊事業法施行条例（平成29年条例第45号。以下「条例」という。）の施行に関し、住宅宿泊事業

法施行令（平成29年政令第273号）、厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則（平成29年厚生労働省

令第117号）、住宅宿泊事業法施行規則（平成29年厚生労働省・国土交通省令第２号）及び国土交通

省関係住宅宿泊事業法施行規則（平成29年国土交通省令第65号）に定めるもののほか、必要な事項

を定めるものとする。 

（台帳の作成） 

第２条 区長は、法第３条第２項の規定に基づく届出書を受理したときは、次に掲げる事項を記載し

た住宅宿泊事業台帳を作成する。 

 (１) 届出番号 

(２) 届出者の商号、名称又は氏名、住所、生年月日及び性別 

(３) 届出者が法人である場合は、法人番号並びにその役員の氏名、生年月日及び性別 

(４) 届出者が未成年である場合は、その法定代理人の氏名、住所、生年月日及び性別（法定代理

人が法人である場合は、法人番号、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名、生年月日

及び性別） 

(５) 住宅の所在地、不動産番号及び規模 

(６) 営業所又は事務所を設ける場合は、その名称及び所在地 

(７) 住宅宿泊管理業務の委託をする場合は、その相手方である住宅宿泊管理業者の商号、名称又

は氏名、登録年月日、登録番号及び管理受託契約の内容 

(８) 届出者が住宅宿泊管理業者である場合は、その登録年月日及び登録番号 

(９) 届出者の連絡先 

(10) 住宅宿泊事業法施行規則第２条各号に掲げる家屋の別 

(11) 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎の別 

(12) 住宅に人を宿泊させる間、届出者が不在とならない場合は、その旨 

(13) 届出者が賃借人である場合は、賃貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした賃借物

の転貸を承諾している旨 

(14) 届出者が転借人である場合は、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的と

した転借物の転貸を承諾している旨 

(15) 住宅がある建物が２以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のある

ものである場合は、規約に住宅宿泊事業を営むことを禁止する旨の定めがない旨 

（宿泊者への必要事項の説明） 

第３条 条例第３条第１号に規定する説明は、外国語（宿泊予約の時点で日本語以外の言語として提

示したものをいう。以下同じ。）による説明を宿泊者が指定した場合は、外国語により行わなけれ

ばならない。 

（宿泊者の安全の確保） 
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第４条 条例第３条第２号に規定する避難及び救急医療等に係る適切な情報提供を行うことが常時で

きる体制の確保とは、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 

(１) 緊急時に日本語及び外国語を用いて電話等により避難及び緊急医療等に関する情報が適切か

つ迅速に提供できること。 

(２) 消防署、警察署、医療機関及び住宅宿泊管理業者への連絡先について日本語及び外国語を用

いて書面その他の方法により閲覧できるよう備え付けること。 

（近隣住民に対する周知） 

第５条 条例第３条第３号に規定する当該住宅宿泊事業に係る事業計画の内容を周知する近隣住民と

は、次に掲げる者とする。 

(１) 当該住宅宿泊事業で使用する住宅の存する建物に他の施設が存する場合の当該他の施設の使

用者 

(２) 次のア又はイに掲げる建物（一方の建物の外壁から他方の建物の外壁までの水平距離が原則

として20メートルを超えるものを除く。）の使用者 

ア 当該住宅宿泊事業で使用する住宅の存する建物の敷地の境界線に接する敷地に存する建物の

使用者 

イ 当該住宅宿泊事業で使用する住宅の存する建物の敷地の境界線から道路、公園等の施設を挟

んで隣接する建物の敷地の境界線までの水平距離が原則として10メートル以下である場合の当

該建物の使用者 

２ 条例第３条第３号に規定する当該住宅宿泊事業に係る事業計画の内容の周知は、次に掲げる事項

について書面により行うものとする。 

(１) 住宅宿泊事業を営もうとする者の氏名（法人にあっては、その商号又は名称及び代表者の氏

名） 

(２) 住宅宿泊事業を営もうとする住宅の所在地 

(３) 近隣住民からの苦情及び問合せを受けるための連絡先（担当者名、所在地及び電話番号） 

(４) 廃棄物の処理方法 

(５) 火災等の緊急事態が生じた場合の対応方法 

３ 条例第３条第３号に規定する当該住宅宿泊事業に係る事業計画の内容の周知に係る記録事項は、

次に掲げるものとする。 

(１) 周知を行った日及び方法 

(２) 周知を行った近隣住民の氏名及び住所 

(３) 周知に対する問合せ、交渉経緯等の内容 

（証票の交付） 

第６条 条例第４条に該当し、同条に規定する証票の交付を求める者は、証票交付申請書（別記第１

号様式）を区長に提出しなければならない。 

２ 区長は、前項の申請書が提出された場合において、適当と認めたときは、条例第４条の規定によ

り、大田区住宅宿泊事業法施行条例適合証（別記第２号様式。以下「区証票」という。）を交付

し、次に掲げる事項を記載した住宅宿泊事業法施行条例適合証交付台帳を作成する。 

(１) 区証票を交付したものの氏名（法人にあっては、その商号又は名称及び代表者の氏名）、住

所及び電話番号その他の連絡先 

(２) 施設の所在地 

(３) 区証票を交付した年月日及び番号 

(４) 条例第３条各号に規定する措置に該当する内容 
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３ 区長は、第１項の申請書が提出された場合において、区証票を交付することが適当でないと認め

たときは、大田区住宅宿泊事業法施行条例適合証不交付決定通知書（別記第３号様式）により通知

するものとする。 

（講習の内容） 

第７条 条例第４条第２号の規定による講習は、次に掲げる事項について行う。 

(１) 近隣住民との調和に関すること。 

(２) 宿泊者の安全及び衛生確保並びに本人確認に関すること。 

(３) その他住宅宿泊事業の適切な実施に関し、区長が必要と認めること。 

(改善勧告) 

第８条 条例第５条の規定による勧告は、勧告書(別記第４号様式)により行うものとする。 

（公表） 

第９条 条例第６条の規定による公表は、次に掲げる事項を区役所の掲示場への掲示その他の方法に

より行うものとする。 

(１) 勧告の内容 

(２) 勧告を受けた者の氏名（法人にあっては、その商号又は名称） 

（３） 住宅の所在地 

（４） 届出番号 

（意見陳述の機会の付与） 

第10条 区長は、条例第６条の規定による公表をしようとする場合には、条例第５条の規定による勧

告を受けた者に対し、事前に意見を述べる機会を与えるものとする。 

２ 前項の意見を述べる機会（以下「意見陳述の機会」という。）におけるその方法は、区長が口頭

ですることを認めた場合を除き、意見及び理由を記載した意見書（別記第５号様式。以下「意見

書」という。）を提出して行うものとする。 

３ 区長は、勧告を受けた者に対し意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限（口頭による

意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時）までに相当な期間をおいて、当該勧告を受けた

者に対し、次に掲げる事項を公表通知書（別記第６号様式）により通知するものとする。 

(１) 公表しようとする内容 

(２) 公表の根拠となる条例等の条項 

(３) 公表の原因となる事実 

(４) 意見書の提出先及び提出期限（口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並

びに出頭すべき日時及び場所） 

４ 前項の規定による通知を受けた者（以下「当事者」という。）は、やむを得ない事情のある場合

には、区長に対し、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出るこ

とができる。 

５ 区長は、前項の規定による申出又は職権により、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日

時若しくは場所を変更することができる。 

６ 区長は、当事者に口頭による意見陳述の機会を与えたときは、当事者の陳述の要旨を記載した書

面を作成するものとする。 

７ 区長は、当事者が正当な理由なく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、又は口頭による意見

陳述をしなかったときは、条例第６条の規定による公表をすることができる。 

付 則 

（施行期日） 
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１ この規則は、平成30年６月15日から施行する。ただし、次項の規定は、同年３月15日から施行す

る。 

（準備行為） 

２ この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができ

る。 

付 則（令和元年10月24日規則第53号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（令和２年６月29日規則第87号） 

 この規則は、令和２年７月１日から施行する。
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別記第１号様式（第６条関係） 

第２号様式（第６条関係） 

第３号様式（第６条関係） 

第４号様式（第８条関係） 

第５号様式（第10条関係） 

第６号様式（第10条関係） 


